
評価基準 

資料１ 

【3.事業計画に関する事項】配点：100 点 

評価項目 評価基準 配点 

③ 利益還元（納付

金として納付する営

業利益の一部） 

・営業利益の何％を納付するか 

（営業利益に占める％が一番高い提案（A）を 20点、一番少ない提

案（B）を 0点とする。その間の提案（C）は以下の式で求める。） 

加点数＝（B-C）／（B-A）×20 

提案が一グループの場合は、そのグループには 10 点を加点する。 

・事業提案時に提案する納付金の総額 

（一番高い額の提案（A）を 10 点、提案額が０円の提案（B）を 0

点とする。その間の提案（C）は以下の式で求める。） 

加点数＝（C）／（A）×10 

 

・事業提案時に確約する納付金の額 

（一番高い額の提案（A）を 10 点、確約する額が０円の提案（B）

を 0点とする。その間の提案（C）は以下の式で求める。） 

加点数＝（C）／（A）×10 

 

提案が一グループの場合は、そのグループには本項目の加点を 10

点とする。 
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